
笠間市地域おこし協力隊サポート業務委託　公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

　　笠間市の地域おこし協力隊の日々の活動支援及び将来的には活動をサポートする団体

（中間支援組織）の設立を目指しながら、任期終了後に必要なスキルを習得することで隊

員の市内への定住や地域での活動継続を図ることを目的とするため、サポートに関する業

務を公募型プロポーザル方式により受注者を選定することとし、手続き等についてはこの

実施要領に定める。 

 

２．業務概要 

（１）業 務 名　　令和８年度 笠間市地域おこし協力隊サポート業務委託 

（２）業務内容　　別紙仕様書（案）のとおり 

（３）期　　間　　契約締結日の翌日から令和９年３月１２日まで 

（４）委 託 額　　２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする 

（５）支払条件　　完了後一括払い 

（６）発注方法　　公募型プロポーザル方式 

 

３．実施日程（予定） 

※ 本業務のプロポーザルにおいては、原則として企画提案書により審査を行います。 

提出後、随時、内容について本市から質問を行う場合がありますので、別に指定する期日

までに回答願います。 

 

４．参加資格 

　　　本業務プロポーザルに参加を希望できる者は、参加表明書（様式１号）の提出日現在に

おいて、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

　（１）法人格を有している者であること。 

　（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

していない者及び同条第２項の規定に基づく笠間市の入札参加制限を受けていない者

であること。 

 月　日 内　容

 令和８年４月１０日（金） 公告・ホームページ掲載

 　　　　　４月２３日（木） 参加申込に係る質問受付締切

 　　　　　４月２８日（火） 質問に対する回答

 　　　　　５月　８日（金） 参加申込　提出締切

 　５月１４日（木） 企画提案書　提出締切

 　　　　　５月２１日（木） 優先交渉権者の決定及び通知（業務内容の協議開始）

 　　　　　５月下旬 業務委託契約締結（協議成立後・予定）



（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（４）参加表明書の提出日から契約までの間に、官公庁から指名停止措置を受けていない

者であること。 

（５）国税及び笠間市税を滞納していない者であること。 

（６）笠間市暴力団排除条例（平成２３年笠間市条例第２６号）第２条第１号若しくは第

３号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。 

　①暴力団員が、事業主又は役員となっている者 

　②暴力団員以外の者が代表を務めているが、実質的には暴力団員がその運営を支配して

いる者 

　③暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

　④暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購入契約を

締結している者 

　⑤暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

　⑥役員等が、暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的

に非難されるべき関係を有している者 

（７）次のいずれにも該当しない者であること。 

①宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

②特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦し、支持し又は反対することを目的と 

する団体 

（８）過去３年間に本事業と類似の事業を受託した、又は事業者自身が類似の事業を実施

した実績があること。 

 

５．提案書等の提出 

（１）参加申込に係る質問 

　①質問の提出方法 

　　　任意の様式により質問を作成の上、電子メールにて提出（令和８年４月２３日（木）

１６時まで必着）すること。ただし、当日中に本市から受信の旨の返信がない場合は、

必ず担当に電話連絡により受信の確認を行うこと（受信確認がない場合は、質問が到達

していないこととみなしますので留意ください）。 

　②提出先　　「６．担当部署」に記載のとおり 

③回答方法　令和８年４月２８日（火）１７時までにホームページで公開 

 

 

 

 



（２）参加申込 

　①提出書類 

　　本業務のプロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類を全て提出すること。 

ア　参加表明書（様式第１号） 

イ　誓約書（様式第２号） 

　②提出期限　令和８年５月８日（金）１７時まで 

　③提出先　　「６．担当部署」に記載のとおり 

　④提出方法 

　　　ＰＤＦ形式のデータ各様式１部をメールにより提出する。ただし、提案者において何

らかの事由がある場合は、郵送又は窓口に持参することも可能とする。この場合は、事

前に提出先にその旨の相談、報告を行うこと。 

 

（３）企画提案書の提出 

①提出書類　　 

ア　企業概要書（様式第４号） 

イ　受託実績表（様式第５号） 

ウ　企画提案書（様式は任意） 

任意の様式（Ａ４版。図面等はＡ３版まで可能とする。）により、「２．（２）業務内

容」に記載する事項に対する企画提案書を作成する。なお、企画提案書においては、

実施体制、工程表を必ず内容に含めるものとする。 

エ　見積書（様式は任意） 

　　経費の区分及び内訳を明示すること。 

　　オ　納税証明書の写し 

納税証明書（申込日から３か月以内に発行されたもの。課税のあるもののみ提出） 

（市内に本社又は営業所のない事業者は国税納税証明書のみ提出） 

　②提出期限　　令和８年５月１４日（木）正午まで 

③提出先　　「６．担当部署」に記載のとおり 

④提出方法 

　　　ＰＤＦ形式のデータをメールにより提出する。ただし、提案者において何らかの事由

がある場合は、データを郵送又は窓口に持参することも可能とする。この場合は、事前

に提出先にその旨を相談、報告すること。 

 

６．担当部署 

（１）住　　　所　茨城県笠間市中央三丁目２番１号 

（２）担　　　当　笠間市 政策企画部 企業誘致・移住推進課  

（３）電　　　話　０２９６－７７－１１０１ 

（４）電子メール　akiya@city.kasama.lg.jp 

７．選考方法 



（１）審査・選考方法 

事業者の選定にあたっては、本市が設置する審査委員会において優先交渉権者を選定

する。選定にあたっては、企画提案書（見積書による価格評価を含む）に基づき審査を

行う。審査の結果、合計した総得点により順位を付し、最も高い順位の者を優先交渉権

者として選定する。なお、総得点が同点の場合は、各委員の評点で高い順位を得た数の

多い者を選定し、同数の場合は合議により選定する。なお、提案者が１者の場合は、総

配点の６割を超えることを最低基準点として設定する。 

 

（２）審査基準 

 

８．審査結果通知 

審査結果は、各提案者に書面によりメールで通知する。なお、結果に対する審査の過程、

理由については回答しない。 

９．契約内容協議及び契約 

 項目 細項目 評価の視点 配点

 

全体評価
事業コンセプト等

事業コンセプトが明確であり、事業の目

的及び趣旨を理解し提案しているか。
１０

 提案内容の実現性 実施方法等が具体的で実現性があるか。 １０

 

企画提案内容

相談業務

提案事業者のノウハウや知識・経験を活

かした創意工夫がなされ、活動や生活に

関する日々の相談となっているか。

１５

 
研修会の企画・運営

活動に活かせる内容及び起業に必要な

知識や準備などの内容となっているか。
１５

 
地域とのつながりづくり

隊員に必要な地域とのつながりづくり

に有効的な提案となっているか。
１５

 

連携体制

市、隊員及び受託者との連携体制が構築

されており、隊員との面談・報告・情報

共有の手法は適正か。

１０

 
自由提案

本業務をさらに効果的なものとする提

案がなされているか。
５

 

業務実施体制

運営体制
業務を実施するにあたり、適切な人員配

置を行っており、体制は整っているか。
１０

 

事業実績

過去に本事業と類似の業務に関する実

績があり、ノウハウの蓄積による効果的

な運営が見込まれるか。

５

 事業費 見積金額の妥当性 配点×（１－見積額／委託限度額） ５

 総合点 １００



契約にあたっては、提案内容を基本としながら本市及び優先交渉権者において協議を行

い、工程を含む仕様及び金額を確定するものとする。なお、協議が整わなかった場合は、

審査における次点の者を新たな優先交渉権者として選定し、協議を開始する。 

 

１０．特記事項 

（１）提出された提案書等は返却せず、提出後の記載内容の追加、修正はできないものとす

る。また、契約までの間に虚偽の記載があることが判明した場合は、直ちに失格とする。

契約後においては、契約書に記載のとおり対応する。 

（２）提出書類等に虚偽の記載をし、失格とされた場合、笠間市の指名停止措置を行う場合

がある。 

（３）書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

（４）提案書等の作成、提出、説明などに関する費用は、提出者の負担とする。 

（５）参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに提案辞退届（様式第３号）に

より、「６．担当部署」へ通知すること。 

（６）プロポーザルにおいて知り得た本市の事業等の内容については、守秘義務を課す。 

（７）提案者は、本市のプロポーザルの関係者に対して、本要領に基づく質疑等を除き、接

触を禁止する。ただし、提案書等の内容について疑義があり、市から問い合わせを行う

場合は除く。


